
- 1 -

○
基
準
器
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

第
一
節

通
則

第
一
節

通
則

（
基
準
器
を
用
い
る
計
量
器
の
検
査
及
び
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

（
基
準
器
を
用
い
る
計
量
器
の
検
査
及
び
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
者
）

で
き
る
者
）

第
二
条

法
第
百
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

第
二
条

法
第
百
二
条
第
一
項
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
法
第
百
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
法
第
百
二
条
第
二
項
の
経
済
産
業
省

令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
同
表
の
上
欄

令
で
定
め
る
基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
同
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
の
と
お
り
と
す
る
。

計
量
器
の
検
査

基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

計
量
器
の
検
査

基
準
器
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

検
定

都
道
府
県
知
事
、
国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技
術

検
定

都
道
府
県
知
事
、
独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合

総
合
研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
、

研
究
所
（
以
下
「
研
究
所
」
と
い
う
。
）
、
日
本

日
本
電
気
計
器
検
定
所
又
は
指
定
検
定
機
関

電
気
計
器
検
定
所
又
は
指
定
検
定
機
関
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
六
章

体
積
基
準
器

第
六
章

体
積
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

（
表
記
）

（
表
記
）

第
百
六
十
三
条

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
湿
式
の
も
の
（
以
下
「
基

第
百
六
十
三
条

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
で
あ
っ
て
湿
式
の
も
の
（
以
下
「
基

準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、

準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
」
と
い
う
。
）
に
は
、
そ
の
見
や
す
い
箇
所
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
掲
げ
る
事
項
が
表
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
及
び
二

（
略
）

一
及
び
二

（
略
）

三

二
以
上
五
以
下
の
使
用
流
量

三

計
量
室
の
体
積
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
使
用
流
量
範
囲
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２
か
ら
４

（
略
）

２
か
ら
４

（
略
）

第
百
八
十
二
条

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
検
査
流
量
に
お
け
る
器
差

と
相
隣
る
検
査
流
量
の
器
差
の
差
が
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は
、
表
記
さ
れ

第
百
八
十
二
条

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
は

た
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
当
該
使
用
流
量
の
〇
・
五
倍
の
使
用
流
量

、
表
記
さ
れ
た
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
当
該
使
用
流
量
の
〇
・
五
倍

に
お
け
る
器
差
と
の
差
が
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の
で
あ
っ
て
は

の
使
用
流
量
に
お
け
る
器
差
と
の
差
が
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

な
ら
な
い
。

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

第
二
款

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー

（
検
査
流
量
）

（
検
査
流
量
）

第
二
百
三
十
八
条

基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
検
査
流
量
は
、
表
記
さ
れ
た
流

第
二
百
三
十
八
条

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を

量
と
す
る
。

除
く
。
）
の
器
差
の
検
査
を
行
う
流
量
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
検
査

流
量
」
と
い
う
。
）
は
、
計
量
室
の
体
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
流
量
並
び
に
〇
・
一
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
時
及
び
同
表
に
掲

げ
る
流
量
の
う
ち
、
基
準
器
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
る

二
以
内
の
流
量
と
す
る
。

計
量
室
の
体
積

流
量
（
一
時
間
当
た
り
）

五
リ
ッ
ト
ル
以
下

〇
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
及
び
〇
・
三
立
方
メ
ー

ト
ル

十
リ
ッ
ト
ル
以
下

〇
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル
、
〇
・
六
立
方
メ
ー
ト

ル
及
び
一
立
方
メ
ー
ト
ル
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二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下

一
立
方
メ
ー
ト
ル
、
一
・
二
立
方
メ
ー
ト
ル
、

二
立
方
メ
ー
ト
ル
及
び
三
立
方
メ
ー
ト
ル

（
削
る
）

２

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
（
計
量
室
の
体
積
が
二
十
リ
ッ
ト
ル
以
下
の

も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
流
量
範
囲
の
表
示
の
あ
る
も
の
の
検
査
流

量
は
、
そ
の
流
量
範
囲
内
の
任
意
の
五
点
以
下
と
す
る
。

（
削
る
）

３

基
準
湿
式
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
以
外
の
基
準
ガ
ス
メ
ー
タ
ー
の
検
査
流
量
は

、
表
記
さ
れ
た
流
量
と
す
る
。

第
十
二
章

騒
音
基
準
器

第
十
二
章

騒
音
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
付
表
）

（
付
表
）

第
三
百
八
十
一
条

騒
音
基
準
器
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表

第
三
百
八
十
一
条

騒
音
基
準
器
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表

が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

が
付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

周
波
数
が
、
百
二
十
五
ヘ
ル
ツ
、
千
ヘ
ル
ツ
、
四
千
ヘ
ル
ツ
及
び
八

二

周
波
数
が
、
二
十
ヘ
ル
ツ
、
三
十
ヘ
ル
ツ
、
五
十
ヘ
ル
ツ
、
百
ヘ
ル

千
ヘ
ル
ツ
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
各
周
波
数
」
と
総
称
す
る
。
）

ツ
、
百
五
十
ヘ
ル
ツ
、
二
百
ヘ
ル
ツ
、
三
百
ヘ
ル
ツ
、
五
百
ヘ
ル
ツ
、

に
つ
い
て
の
音
圧
感
度
並
び
に
そ
の
測
定
を
し
た
年
月
日

七
百
ヘ
ル
ツ
、
千
ヘ
ル
ツ
、
千
五
百
ヘ
ル
ツ
、
二
千
ヘ
ル
ツ
、
三
千
ヘ

ル
ツ
、
四
千
ヘ
ル
ツ
、
五
千
ヘ
ル
ツ
、
六
千
ヘ
ル
ツ
、
七
千
ヘ
ル
ツ
、

八
千
ヘ
ル
ツ
、
九
千
ヘ
ル
ツ
、
一
万
ヘ
ル
ツ
、
一
万
千
ヘ
ル
ツ
、
一
万

二
千
ヘ
ル
ツ
及
び
一
万
二
千
五
百
ヘ
ル
ツ
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

各
周
波
数
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
音
圧
感
度
並
び
に
そ
の
測

定
を
し
た
年
月
日

第
三
節

検
査
方
法

第
三
節

検
査
方
法
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（
安
定
性
の
検
査
）

（
安
定
性
の
検
査
）

第
三
百
八
十
六
条

騒
音
基
準
器
が
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る

第
三
百
八
十
六
条

騒
音
基
準
器
が
第
三
百
八
十
三
条
の
規
定
に
適
合
す
る

か
ど
う
か
の
検
査
は
、
周
波
数
千
ヘ
ル
ツ
に
お
け
る
音
圧
感
度
を
十
日
以

か
ど
う
か
の
検
査
は
、
周
波
数
五
百
ヘ
ル
ツ
に
お
け
る
音
圧
感
度
を
十
日

内
に
そ
れ
ぞ
れ
二
十
四
時
間
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
五
回
以
上
測
定
し
た

以
内
に
そ
れ
ぞ
れ
二
十
四
時
間
以
上
の
間
隔
を
お
い
て
五
回
以
上
測
定
し

場
合
に
、
そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準
偏
差
の
比
及
び
温
度
変
化
一
度
当

た
場
合
に
、
そ
の
平
均
値
に
対
す
る
標
準
偏
差
の
比
及
び
温
度
変
化
一
度

た
り
の
音
圧
感
度
の
変
化
率
を
求
め
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

当
た
り
の
音
圧
感
度
の
変
化
率
を
求
め
て
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

れ
ぞ
れ
の
値
は
、
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
の
値
は
、
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
章

振
動
基
準
器

第
十
三
章

振
動
基
準
器

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

第
一
節

構
造
に
係
る
技
術
上
の
基
準

（
付
表
）

（
付
表
）

第
三
百
九
十
条

振
動
基
準
器
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表
が

第
三
百
九
十
条

振
動
基
準
器
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
表
が

付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

付
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

周
波
数
が
、
四
ヘ
ル
ツ
、
六
・
三
ヘ
ル
ツ
、
八
ヘ
ル
ツ
、
十
六
ヘ
ル

四

周
波
数
が
、
一
ヘ
ル
ツ
、
二
ヘ
ル
ツ
、
四
ヘ
ル
ツ
、
六
・
三
ヘ
ル
ツ

及
び
三
十
一
・
五
ヘ
ル
ツ
の
各
周
波
数
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
各

、
八
ヘ
ル
ツ
、
十
六
ヘ
ル
ツ
、
三
十
一
・
五
ヘ
ル
ツ
、
六
十
三
ヘ
ル
ツ

周
波
数
」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
感
度
及
び
そ
の
測
定
を
し
た

及
び
八
十
ヘ
ル
ツ
の
各
周
波
数
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
各
周
波
数

年
月
日
（
基
準
器
検
査
の
申
請
前
三
月
以
内
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。

」
と
総
称
す
る
。
）
に
つ
い
て
の
感
度
及
び
そ
の
測
定
を
し
た
年
月
日

）

（
基
準
器
検
査
の
申
請
前
三
月
以
内
に
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）

様
式

第
１

（第
６

条
関

係

）

様
式

第
１

（第
６

条
関

係

）

基
準

器
検

査
申

請
書

基
準

器
検

査
申

請
書

都
道

府
県

知
事

殿
都

道
府

県
知

事
殿

（国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所

）

（独
立

行
政

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所

）

（日
本

電
気

計
器

検
定

所

）

（日
本

電
気

計
器

検
定

所

）
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年
月

日
年

月
日

下
記

の
計

量
器

に
つ

き

`

基
準

器
検

査
を

受
け

た
い

の
で

`

申
請

し
ま

下
記

の
計

量
器

に
つ

き

`

基
準

器
検

査
を

受
け

た
い

の
で

`

申
請

し
ま

す
°

す

°

１
受

け
よ

う
と

す
る

基
準

器
検

査
の

種
類

及
び

基
準

器
検

査
を

受
け

る
１

受
け

よ
う

と
す

る
基

準
器

検
査

の
種

類
及

び
基

準
器

検
査

を
受

け
る

計
量

器
の

型
式

又
は

能
力

計
量

器
の

型
式

又
は

能
力

２
基

準
器

検
査

を
受

け
る

計
量

器
の

数
量

２
基

準
器

検
査

を
受

け
る

計
量

器
の

数
量

３
１

個
あ

た
り

の
手

数
料

及
び

手
数

料
の

合
計

３
１

個
あ

た
り

の
手

数
料

及
び

手
数

料
の

合
計

４
基

準
器

を
用

い
る

計
量

器
の

検
査

４
基

準
器

を
用

い
る

計
量

器
の

検
査

５
基

準
器

検
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
所

５
基

準
器

検
査

を
受

け
よ

う
と

す
る

場
所

６
基

準
器

検
査

規
則

第
２

条
第

１
項

に
定

め
る

申
請

者
６

基
準

器
検

査
規

則
第

２
条

第
１
項

に
定

め
る

申
請

者

住
所

（居
所

）

住
所

（居
所

）

氏
名

（名
称

）

印
氏

名

（名
称

）

印

７
代

理
人

７
代

理
人

住
所

（居
所

）

住
所

（居
所

）

氏
名

（名
称

）

印
氏

名

（名
称

）

印

８
そ

の
他

８
そ

の
他

備
考

備
考

１
用

紙
の

大
き

さ
は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

１
用

紙
の

大
き

さ
は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

２
基

準
器

を
用

い
る

計
量

器
の

検
査

の
項

に
は

`

第
２

条
第

１
項

に
２

基
準

器
を

用
い

る
計

量
器

の
検

査
の

項
に

は

`

第
２

条
第

１
項

に

定
め

る
計

量
器

の
検

査
を

記
載

す
る

こ
と

°

定
め

る
計

量
器

の
検

査
を

記
載

す
る

こ
と

°

３
代

理
人

の
項

に
は

`

代
理

人
に

よ
り

基
準

器
検

査
を
う

け
る

と
き

３
代

理
人

の
項

に
は

`

代
理

人
に

よ
り

基
準

器
検

査
を

う
け

る
と

き

の
み

記
載

す
る

こ
と

°

の
み

記
載

す
る

こ
と

°

４
そ

の
他

の
項

に
は

`

基
準

ガ
ス

メ

ー

タ

ー

の
基

準
器

検
査

に
つ

い
４

そ
の

他
の

項
に

は

`

基
準

ガ
ス

メ

ー

タ

ー

の
基

準
器

検
査

に
つ

い

て
は

希
望

す
る

検
査

流
量

を

`

基
準

器
検

査
成

績
書

に
器

差
を
記

載
て

は
希

望
す

る
検

査
流

量
を

`

基
準

器
検

査
成

績
書

に
器

差
を

記
載

す
る

箇
所

に
つ

い
て

希
望

が
あ

る
と

き
は

`

そ
の

希
望

す
る

箇
所

を
す

る
箇

所
に

つ
い

て
希

望
が

あ
る

と
き

は

`

そ
の

希
望

す
る

箇
所
を

記
載

す
る

こ
と

°

記
載

す
る

こ
と

°

５
氏

名
を

記
載

し

`

押
印

す
る

こ
と

に
代

え
て

`

署
名

す
る

こ
と

が
５

氏
名

を
記

載
し

`

押
印

す
る

こ
と

に
代
え

て

`

署
名

す
る

こ
と

が

で
き

る

°こ
の

場
合

に
お

い
て

`

署
名

は
必

ず
本

人
が

自
署

す
る

も
で

き
る

°こ
の

場
合

に
お

い
て

`

署
名

は
必

ず
本

人
が

自
署

す
る

も
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の
と

す
る

°

の
と

す
る

°

様
式

第
３

（第
２

３
条

関
係

）

様
式

第
３

（第
２

３
条

関
係

）

基
準

器
検

査
成

績
書

基
準

器
検

査
成

績
書

第
号

第
号

基
準

器
基

準
器

種
類

種
類

型
式

又
は

能
力

型
式

又
は

能
力

器
物

番
号

器
物

番
号

(
1
)

器
差

(
1
)

器
差

表
す

量
器

差
表

す
量

器
差

(
2
)

器
差

の
補

正
の

方
法

(
2
)

器
差

の
補

正
の

方
法

(
3)

有
効

期
間

(
3
)

有
効

期
間

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

(
4
)

用
途

又
は

使
用

の
方

法
(
4
)

用
途
又

は
使

用
の

方
法

(
5
)

そ
の

他
(
5
)

そ
の

他

年
月

日
年

月
日

都
道

府
県

都
道

府
県

（国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所

）印

（独
立

行
政

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所

）

印

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°
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様
式

第
５

（第
２

３
条

関
係

）

様
式

第
５

（第
２

３
条

関
係

）

基
準

器
検

査
成

績
書

基
準

器
検

査
成

績
書

第
号

第
号

体
積

基
準

器
体

積
基

準
器

種
類

種
類

型
式

又
は

能
力

型
式

又
は

能
力

器
物

番
号

器
物

番
号

(
1
)

器
差

(
1
)

器
差

使
用

流
量

器
差

圧
力

損
失

使
用

流
量

器
差

圧
力

損
失

(
2
)

器
差

の
補

正
の

方
法

(
2
)

器
差

の
補

正
の

方
法

(
3
)

有
効

期
間

(
3
)

有
効

期
間

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

(
4
)

用
途

又
は

使
用

の
方

法
(
4
)

用
途

又
は

使
用

の
方

法

(
5
)

そ
の

他
(
5
)

そ
の
他

年
月

日
年

月
日

国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合
研

究
所

印
独

立
行

政
法

人
産

業
技

術
総

合
研

究
所

印

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

様
式

第
１

１

（第
２

３
条

関
係

）

様
式

第
１

１
（第

２
３

条
関

係

）

基
準

器
検

査
成

績
書

基
準

器
検

査
成

績
書
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第
号

第
号

騒
音

基
準

器
騒

音
基

準
器

種
類

基
準

静
電

型
マ

イ
ク

ロ
ホ

ン
種

類
基

準
静

電
型

マ
イ

ク
ロ

ホ
ン

器
物

番
号

器
物

番
号

(
1
)

音
圧

感
度

の
周

波
数

特
性

(
1)

音
圧

感
度

の
周

波
数

特
性

（音
圧

感
度

レ
ベ

ル
は

1
Ｖ

／
P
a
を

0
dB

と
す

る

。

）

（音
圧

感
度

レ
ベ

ル
は

1
V
／

P
a
を

0
d
B
と

す
る

。

）

測
定

周
波

数

（H
z

）

音
圧

感
度

レ
ベ

ル

（d
B

）

測
定

周
波

数

（H
音

圧
感

度

（d
B

測
定

周
波

数

（H
音

圧
感

度

（d
B

z
)

）レ
ベ

ル
z
)

）レ
ベ

ル

２
０

３
０

０
０

３
０

４
０

０
０

５
０

５
０

０
０

１
０

０
６

０
０

０

１
５

０
７

０
０

０

２
０

０
８

０
０

０

３
０

０
９

０
０

０

５
０

０
１

０
０

０
０

７
０

０
１

１
０

０
０

１
０

０
０

１
２

０
０

０

１
５

０
０

１
２

５
０

０

２
０

０
０

(
2
)

測
定

条
件

温
度

℃

`相
対

湿
度

％

`気
圧

k
P
a

`バ
イ

ア
ス

電
(
2
)

測
定

条
件

温
度

℃

`湿
度

％

`気
圧

h
P
a

`バ
イ

ア
ス

電
圧

圧
Ｖ

V

(
3
)

有
効

期
間

(
3
)

有
効

期
間

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で
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(
4
)

そ
の

他
(
4
)

そ
の

他

年
月

日
年

月
日

国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所
印

独
立

行
政

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所
印

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

様
式

第
１

２

（第
２

３
条

関
係

）

様
式

第
１

２

（第
２

３
条
関

係

）

基
準

器
検

査
成

績
書

基
準

器
検

査
成

績
書

第
号

第
号

振
動

基
準

器
振

動
基

準
器

種
類

基
準

サ

ー

ボ
式

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ

種
類

基
準

サ

ー

ボ
式

ピ
ッ

ク
ア

ッ
プ

器
物

番
号

器
物

番
号

信
号

変
換

器
の

器
物

番
号

信
号
変

換
器

の
器

物
番

号

(1
)

感
度

の
周

波
数

特
性

(
1
)

感
度

の
周

波
数

特
性

測
定

周
波

数

（H
z

）

１
メ

ー

ト
ル

毎
秒

毎
秒

当
た

り
の

電
圧

（Ｖ

）

測
定

周
波

数

（H
z

）

１
メ

ー

ト
ル

毎
秒

毎
秒

当
た

り
の

電
圧

（Ｖ

）

１２４６

．

３

８

１
６

３
１

．

５

６
３

８
０
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(
2
)

測
定

条
件

(
2
)

測
定

条
件

(
3
)

有
効

期
間

(
3
)

有
効

期
間

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

年
月

日
か

ら
年

月
日

ま
で

(4
)

そ
の

他
(
4
)

そ
の

他

年
月

日
年

月
日

国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所
印

独
立

行
政

法
人
産

業
技

術
総

合
研

究
所

印

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ
と

°

備
考

用
紙

の
大
き

さ
は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
４

と
す

る
こ

と

°

様
式

第
１

３

（第
２

７
条

関
係

）
様

式
第

１
３

（第
２

７
条

関
係

）

不
合

格
票

不
合

格
票

基
行

基
行

準
っ

準
っ

器
た

器
た

検
計

検
計

査
量

査
量

を
器

を
器

不
不

合
合

格
格

理
理

由
由

年
月

日
年

月
日
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都
道

府
県

知
事

都
道

府
県

知
事

（国
立

研
究

開
発

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所

）

印

（独
立

行
政

法
人

産
業

技
術

総
合

研
究

所

）

印

（日
本

電
気

計
器

検
定

所

）

（日
本

電
気

計
器

検
定

所

）

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
５

と
す

る
こ

と

°

備
考

用
紙

の
大

き
さ

は

`

日
本

工
業

規
格

Ａ
５

と
す

る
こ

と

°


